
▼
去
る
８
月
18
日
（
金
）
、
厚
生
労
働

省
は
、
「
全
て
の
都
道
府
県
で
地
域
別
最

低
賃
金
の
答
申
が
な
さ
れ
た
」
こ
と
を
報

道
発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
全

国
加
重
平
均
額
は
、
昨
年
度
か
ら
43
円

引
き
上
げ
の
１
０
０
４
円
と
な
っ
た
と
の

こ
と
。
全
国
加
重
平
均
額
43
円
の
引
上

げ
は
、
昭
和
53
年
度
に
、
こ
の
目
安
制

度
が
始
ま
っ
て
以
降
、
最
高
額
な
の
だ
そ

う
で
す
。 

▼
と
言
わ
れ
て
も
、
最
低
賃
金
っ
て
何
な

の
か
？
ど
う
や
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
？

等
の
疑
問
が
残
る
と
思
う
の
で
、
関
連
し

て
何
点
か
記
載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

益
代
表
、
労
働
者
代
表
、
使
用
者
代
表

の
各
同
数
の
委
員
で
構
成
）
に
お
い

て
、
賃
金
の
実
態
調
査
結
果
等
の
各
種

統
計
資
料
を
参
考
に
決
定
し
て
い
ま

す
。 

▼
「
時
給
９
０
０
円
」
の
最
低
賃
金

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ

ト
、
臨
時
、
嘱
託
な
ど
、
産
業
や
職
種

に
関
係
な
く
、
福
島
県
内
の
事
業
場
で

働
く
全
て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に

対
し
て
適
用
さ
れ
ま
す
。 
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秋季賃金確定闘争へ向け学習を強化しよう！ 

「
最
低
賃
金
」
っ
て
な
ん
だ
？ 

福
島
県
の
最
低
賃
金
は
、
42
円
引
き
上
げ
、 

「
時
給
９
０
０
円
」
へ
、
10
月
１
日
発
効
。 

最低賃金 

当面の日程 
■９月５日（火） 
〇猪苗代町職労定期大会 
（17:45～猪苗代町役場・3階正庁） 

■９月18日（月） 
〇総支部政治学習会 
（13:00～南会津町・御蔵入交流館） 
〇県議選（南会）総決起集会 
（14:10～南会津町・御蔵入交流館） 

■９月18日（月）～ 
〇総支部各ブロック会議 
（各ブロックごと） 

■９月21日（木） 
〇県本部第8回単代会議 
（13:30～福島グリーンパレス） 

▼
ま
ず
、
地
域
別
最
低
賃
金
の
改
正
手
続
き

の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
左
の
図
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。
こ
の
中
で
、
福
島
地
方
最
低
賃
金

審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
）
に
諮
問
す
る

の
は
、
厚
生
労
働
省
福
島
労
働
局
（
福
島
合

同
庁
舎
内
、
以
下
「
労
働
局
」
）
で
す
。
審

議
会
は
、
去
る
８
月
７
日
に
、
最
低
賃
金
を

42
円
引
き
上
げ
、
時
給
９
０
０
円
に
す
る
よ

う
労
働
局
に
答
申
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
か
ら
の
福
島
県
の
引

き
上
げ
目
安
額
は
40
円
で
あ
り
、
労
働
局
は

こ
れ
を
上
回
る
額
を
答
申
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

▼
最
低
賃
金
（
答
申
額
）
は
、
審
議
会
（
公 

11/12・県議選（南会津郡） 

■組合歴 
○田島町職執行委員3期 
○同 書記次長1期 
○同 書記長2期 
○田島町・南会津町職 
 委員長1期 
○南会津町職監査委員1期 
○会津総支部事務局長2期 
○南会津町職執行委員4期 
○同 特別執行委員1期 
○県本部書記次長3期 
○現在：南会津町職特執  

   わたなべ ひであき 

渡部英明（56歳） 

地域別最低賃金の改正手続きの流れ 

中 央 
最低賃金審議会 

 
【目安審議】 

地 方 
最低賃金審議会 
【地域別最低 
賃金審議】 

諮  問 諮  問 

調査審議 

答  申 
調査審議 

経済状況に応じて、都道府
県ごとに引き上げの目安額
を提示 

答  申 

異議申出調査審議 

決  定 

決定の公示 

発  効 

関係労使からの異議申出⇒ 
があった場合に開催 
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統一自治体選挙 『 県議選 』 親戚・友人・知人への声掛けの徹底を！ 

 

編
集
後
記 

▼

８

月

28

日
（
月
）
か

ら

30

日

（
水
）
の
３
日
間
、
函
館
市
に
お
い
て

自
治
労
第
97
回
定
期
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
全
国
か
ら
、
３
４
０
０
人

の
代
議
員
・
傍
聴
者
が
参
加
し
、
熱
い

討
論
を
か
わ
し
、
向
こ
う
２
年
間
の
運

動
方
針
と
新
執
行
体
制
が
確
立
し
ま
し

た
。
大
会
の
詳
細
は
、
自
治
労
本
部
や

県
本
部
の
機
関
紙
に
お
任
せ
す
る
と
し

て
、
新
た
な
中
央
執
行
委
員
長
の
ご
紹

介
だ
け
…
『
石
上
千
博
』
氏
（
北
海
道

本
部
・
自
治
労
富
良
野
市
労
連
出
身
）

で
す
。
９
月
１
日
付
け
で
就
任
し
、
任

期
は
２
年
間
。
前
中
央
執
行
委
員
長
、

川
本
淳
氏
に
続
き
、
２
代
連
続
で
の
道

本
部
出
身
者
と
な
り
ま
す
。
（
坂
内
） 

こ
の
地
域
間
格
差
に
よ
り
、
労
働
力
が

最
低
賃
金
の
高
い
中
央
に
集
中
し
、
地

域
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
い
う
弊

害
が
生
じ
ま
す
。
全
国

一
律
の
最
低
賃
金
を
強

く
求
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。 

▼
二
つ
目
は
、
新
聞
等
に
も
掲
載
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
「
高
卒
正
社
員
の
初
任

給
が
最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
」
と
い
う

実
態
で
す
。
今
春
闘
に
お
い
て
は
「

30
年
ぶ
り
の
大
幅
賃
上
げ
」
と
政
労

使
そ
ろ
っ
て
、
そ
の
成
果
を
喜
ん
で
い

た
よ
う
で
す
が
、
高
卒
初
任
給
に
相
当

す
る
「
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
」
の
結

果
に
つ
い
て
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か

上
が
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
連
合
の

集
計
に
よ
る
と
、
の
べ
１
４
２
５
組
合

が
高
卒
初
任
給
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

交
渉
し
、
基
幹
的
労
働
者
の
定
義
を
定

め
て
い
る
場
合
の
妥
結
額
は
、
時
間
額

で
１
０
６
８
円
、
定
め
て
い
な
い
場
合

は
、
１
０
０
０
円
で
し
た
。
前
述
の
通

り
、
最
低
賃
金
の
全
国
平
均
は
１
０
０

４
円
、
高
卒
正
社
員
の
初
任
給
が
、
こ

れ
を
下
回
る
と
い
う
異
常
事
態
と
な
っ

て
い
ま
す
。
フ
リ
ー
タ
ー
志
望
の
若
者

を
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
企
業
内
最

低
賃
金
（
高
卒
初
任
給
）
の
引
き
上
げ

を
行
う
こ
と
が
社
会
全
体
と
し
て
の
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

た
だ
し
、
使
用
者
が
次
に
該
当
す
る
場

合
で
、
労
働
局
長
の
許
可
を
受
け
る
と

最
低
賃
金
の
減
額
の
特
例
が
認
め
ら
れ

ま
す
。 

○
精
神
・
身
体
の
障
害
に
よ
り
著
し
く

労
働
能
力
の
低
い
人 

○
試
の
使
用
期
間
中
の
人 

○
基
礎
的
な
技
能
等
を
内
容
と
す
る
認

定
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
人
の
う
ち

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人 

○
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
人 

○
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
人 

▼
ち
な
み
に
最
低
賃
金
の
対
象
は
、
毎

月
支
払
わ
れ
る
基
本
的
な
賃
金
で
「
割

増
賃
金
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
、

家
族
手
当
」
等
を
除
い
た
も
の
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
「
時
給
９
０
０
円
」
が

発
効
す
る
の
は
、
本
年
10
月
１
日
と

な
り
ま
す
。 

▼
次
に
使
用
者
が
最
低
賃
金
を
守
ら
な

い
と
ど
う
な
る
の
か
？
で
す
が
、
最
低

賃
金
未
満
の
場
合
に
は
、
差
額
を
支
払

う
義
務
が
生
じ
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場

合
に
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
（
最
低
賃
金
法
40
条
）
。

ち
な
み
に
、
最
低
賃
金
に
は
「
地
域
別

最
低
賃
金
」
と
「
特
定
（
産
業
別
）
最

低
賃
金
」
の
２
種
類
が
あ

り
、
後
者
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
い
ず
れ
か
高
い

方
が
基
準
と
な
り
ま
す
。 

共済動画 

備えて守って補償する 
じちろうマイカー共済
（約15分）  

総支部HP 
QRコード 

       

▼
次
に
確
認
方
法
で
す
が
、
月
給
制
の

場
合
は
、
月
給
を
１
カ
月
の
平
均
所
定

労
働
時
間
で
割
り
、
こ
れ
が
最
低
賃
金

額
以
上
で
あ
れ
ば
適
法
と
な
り
ま
す
。

地
方
公
務
員
の
高
卒
初
任
給
で
具
体
例

を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

        

▼
最
後
に
問
題
点
を
二
つ
記
載
し
ま

す
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
地
域
間
格
差
で

す
。
最
低
賃
金
が
最
も
高
い
の
は
、
東

京
の
１
１
１
３
円
で
、
千
円
を
超
え
た

の
は
８
都
府
県
。
最
も
低
か
っ
た
の
は

岩
手
の
８
９
３
円
で
、
そ
の
差
２
２
０

円
。
地
域
別
最
低
賃
金
の
目
安
額
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
物
価
な
ど
で
都
道
府
県

を
３
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
て
決
定
（
福

島
は
Ｂ
）
し
て
い
く
の
で
、
必
然
的
に

格
差
が
出
る
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

【前提条件】 
①１日の所定労働時間7.75時
間（7時間45分） 
②高卒初任給1級5号給 
157,900円（地域手当無） 
③2023年の祝日・年末年始
休暇「18日」 
【計算】 
157,900円÷[｛7.75時間×
（週5日×52週-18日）｝÷
12月]≒時給1,010円 
 
※福島県の最低賃金は時給
「900円」なので、「適法」
となります。でも東京の最賃
は1,113円です。 

「福島県の特定最低賃金業種
区分」 
 
○自動車小売業（二輪自動車
小売業を除く） 
○輸送用機械器具製造業 
○電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業（医療用計
測器製造業を除く） 
○非鉄金属製造業 
○ 計 量 器・測 定 器・分 析 機
器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具、時計・同部
品、眼鏡製造業 

一 

律 


